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（
国
土
交
通
委
員
会
）

港
湾
の
活
性
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
港
湾
の
運
営
の
効
率
化
に
よ
る
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
規
制
の
見
直
し
に
よ
る
利
便
性
の
向
上
を
通
じ
て

港
湾
の
活
性
化
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
特
定
重
要
港
湾
で
あ
っ
て
、
民
間
事
業
者
に
よ
り
一
体
的
に
運
営
さ
れ
る
一
定
規
模
以
上
の
国
際
コ

ン
テ
ナ
埠
頭
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
の
機
能
の
高
度
化
に
よ
り
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
こ

と
が
特
に
重
要
な
も
の
を
、
指
定
特
定
重
要
港
湾
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
指
定
特
定
重
要
港
湾
に
お
け
る
特
定
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
の
運
営
の
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
た
運
営
者
に
対
し
、
埠
頭

を
構
成
す
る
行
政
財
産
等
の
貸
付
制
度
及
び
荷
さ
ば
き
施
設
等
の
建
設
等
に
要
す
る
資
金
の
無
利
子
貸
付
制
度
を
創
設
す

る
。

三
、
港
湾
管
理
者
が
各
々
の
条
例
に
よ
り
定
め
て
い
る
入
出
港
届
の
様
式
を
、
国
土
交
通
省
令
に
お
い
て
定
め
る
。

四
、
特
定
港
湾
以
外
の
港
湾
に
お
け
る
港
湾
運
送
事
業
の
参
入
規
制
に
つ
い
て
、
免
許
制
か
ら
許
可
制
に
す
る
と
と
も
に
、
需

給
調
整
規
制
を
廃
止
す
る
。
ま
た
、
同
事
業
の
運
賃
及
び
料
金
の
設
定
又
は
変
更
に
つ
い
て
、
認
可
制
か
ら
事
前
届
出
制
に
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す
る
。

五
、
検
数
人
等
の
登
録
制
度
を
廃
止
し
、
検
数
人
等
の
禁
止
行
為
等
の
規
定
を
削
除
す
る
。

六
、
夜
間
入
港
の
制
限
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


